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第４回南相馬市議会定例会市長提出議案の要旨 

平成２７年６月１６日提出 

 

Ⅰ 件数  ２７件 

【内訳】議案 １９件（条例関係 ６件、補正予算関係 ５件、その他８件） 
    報告  ８件（継続費の逓次繰越３件、予算繰越４件、専決処分の報告１件） 

 

Ⅱ 議案の要旨  

≪条例関係≫ 

議案第８２号 南相馬市手数料条例の一部を改正する条例制定について 

【趣旨】 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正を踏まえ、条文中の法律名

称を変更するため、必要な改正を行うもの。 
 

【主な内容】 

１ 制定の概要（第６条第１項第７号関係） 

改正後 改正前 

学校教育法（昭和22年法律第26号）

第１条に規定する学校において教材

又は研究用として鳥獣の保護及び管

理並びに狩猟の適正化に関する法律

（平成14年法律第88号。以下「法」

という。）第19条第１項の規定による

飼養の登録が必要な鳥獣を飼養する

場合 

学校教育法（昭和22年法律第26号）

第１条に規定する学校において教材

又は研究用として鳥獣の保護及び狩

猟の適正化に関する法律（平成14年

法律第88号。以下「法」という。）第

19条第１項の規定による飼養の登録

が必要な鳥獣を飼養する場合 

 

２ 施行日 公布の日 

 

議案第８３号 南相馬市介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

【趣旨】 

介護保険法施行令の一部改正に伴い、第１号被保険者のうち第１段階に当たる者

の保険料を減額するため条例の一部を改正するもの。 
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【主な内容】 

１ 改正の概要 

  平成２７年４月から介護保険の第１号保険料について、給付費の５割の公費とは

別枠で公費を投入し、第１段階（低所得者）の第１号保険料軽減強化を行うことを

受け、第１号被保険者のうち第１段階に当たる者の基準額に乗じる割合を（改正前）

「0.5」から（改正後）「0.45」に軽減するもの。（第４条関係） 

所得段階 改正後 改正前 

第１段階 
負担割合 年額 負担割合 年額 

基準額×0.45 ３０，５００円 基準額×0.5 ３３，９００円 

 

 【軽減による影響額】 

影響額 減額により不足する介護保険会計における歳入内訳 

８，７６８，６００円 

国庫負担金（1/2） ４，３８４，０００円 

県負担金(1/4) ２，１９２，０００円 

市負担分(1/4) ２，１９２，６００円 

 

２ 施行日 公布の日 

 

 

議案第８４号 
南相馬市地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関す

る条例制定について 

【趣旨】 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律の施行による介護保険法の一部改正に伴い、地域包括支援センターの

設置者が遵守すべき基準を定めるため、新たに条例を制定するもの。 
 

【主な内容】 

１ 制度の概要 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律（第３

次一括法）（平成２５年６月１４日公布）の施行による介護保険法の一部改正によ

り、市町村が地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準を条例で定めること

とされたため、次のとおり定めるもの。 

（１）第３次一括法により条例に委任された事項（地域包括支援センター関係） 

根拠規定 条例委任事項 

介護保険法第１１５条の

４６第５項及び第６項 

地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準

（包括的支援事業を実施するために必要な基準） 
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 （２）定める事項 

定める項目 条 基準 内   容 

基本方針 第３条 参 

地域包括支援センターは、被保険者の置かれている環境

等に応じて介護給付等対象サービス等を利用できるよ

う導き、可能な限り、住み慣れた地域において自立した

日常生活を営むことができるようにしなければならな

い。※市独自基準（第３条第２項及び第３項関係） 

事業者及び職員の資格事項に暴力団員等でないことを

規定 

運営に係る基

準 
第４条 参 

地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協

議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確

保しなければならない。 

職員に係る基

準及び当該職

員の員数 

第５条 従 

地域包括支援センターが担当する区域における第１号

被保険者の数に応じた職員数を規定。 

 ※参：参酌すべき基準、従：従うべき基準 

 

【参考】従うべき基準、参酌基準の意味は次のとおり。 

従うべき基準：条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準

であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める

条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないも

の。 

 参酌すべき基準：地方自治体が十分参照した結果としてであれば、地域の実情に応

じて、異なる内容を定めることが許容されるもの。 

 

２ 施行日等 公布の日（平成２７年４月１日適用） 

 

議案第８５号 
南相馬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の

基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について 

【趣旨】 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に

伴い、必要な改正を行うもの。 
 

【主な内容】 

１ 改正の概要 

  指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正により、

定期巡回・随時対応型訪問介護等の基準が改正されたことから条例を改正するもの。 
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【地域密着型サービスの種類】 
サービス名 市内の事業者数 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ０ 
夜間対応型訪問介護 ０ 
認知症対応型通所介護 １ 
小規模多機能型居宅介護 １ 
認知症対応型共同生活介護（グループホーム） ７ 

（うち２事業者は休止） 
地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ 
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 １ 
複合型サービス（今回の改正で看護小規模多機能型居宅介護に名称変更） ０ 
※看護小規模多機能型居宅介護とは、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組み合わせによ

り提供されるサービスをいう。 
 
（１） 指定地域密着型サービスの事業の一般原則の改正（第３条関係） 

指定地域密着型サービス事業者について、南相馬市暴力団排除条例の趣旨を踏

まえ、暴力団関係者の就労及び暴力団の活動等へ資する活動の禁止を規定するも

の。 

 

（２） 介護報酬請求に係る記録の保存年限について（第４２条関係等） 

介護給付費請求書等の保管について（厚生労働省事務連絡）に基づき、保存年

限を「２年」から「５年」に変更するもの。 

 

（３） 指定小規模多機能型居宅介護及び指定複合型サービスの利用定員等の改正（第

８５条及び第１９４条関係） 

指定小規模多機能型居宅介護及び指定複合型サービスの登録定員を２９人以下

とする。あわせて、登録定員が２６人以上２９人以下の指定小規模多機能型居宅

介護事業所及び指定複合サービス事業所の「通いサービス」に係る利用定員を１

６人以上１８人以下とすることを可能とするもの。 

 

（４） サービス名称の変更（第９章関係） 

複合型サービスの名称が看護小規模多機能型居宅介護に変更されたため改正す

るもの。 

 

２ 施行日等 公布の日（平成２７年４月１日適用） 
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議案第８６号 

南相馬市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する

条例制定について 

【趣旨】 

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

の一部改正に伴い、必要な改正を行うもの。 
 
【主な内容】 

１ 改正の概要 

  指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

の改正により、介護予防認知症対応型通所介護等の基準が改正されたことから条例

を改正するもの。 

【地域密着型介護予防サービスの種類】 
サービス名 市内の事業者数 

介護予防認知症対応型通所介護 １ 
介護予防小規模多機能型居宅介護 １ 
介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム） ７ 

（うち２事業者は休止）

 

（１）指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則の改正（第３条関係） 

指定地域密着型介護予防サービス事業者について、南相馬市暴力団排除条例の

趣旨を踏まえ、暴力団関係者の就労及び暴力団の活動等へ資する活動の禁止を規

定するもの。 

 

（２）介護報酬請求に係る記録の保存年限について（第４０条関係等） 

介護給付費請求書等の保管について（厚生労働省事務連絡）に基づき、保存年

限を「２年」から「５年」に変更するもの。 

 

（３）指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用定員等の改正（第４７条関係） 

指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録定員を２９人以下とする。あわせ

て、登録定員が２６人以上２９人以下の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所の通いサービスに係る利用定員を１６人以上１８人以下とすることを可能と

するもの。 

２ 施行日等 公布の日（平成２７年４月１日適用） 
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議案第８７号 

南相馬市指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予

備支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

制定について 

【趣旨】 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律の施行による介護保険法の一部改正に伴い、指定介護予防支援事業者

の指定の要件等を定めるため、新たな条例を制定するもの。 
 
【主な内容】 

１ 制度の概要 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（第３次一括法）（平成２５年６月１４日公布）の施行による介護保

険法の一部改正により、市町村が指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定

介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を条例で定めることとされたため、次の

とおり定めるもの。 

※指定介護予防支援事業者とは、要支援認定区分が要支援１・２の利用者のケアプランを

作成する事業者をいう。 

 

（１）第３次一括法により条例に委任された事項（指定介護予防支援関係） 

根拠規定 条例委任事項 

介護保険法第１１５条の

２２第２項第１号 

指定介護予防支援事業者の指定基準のうち、申請者

の法人格の有無に関する基準 

介護保険法第１１５条の

２４第１項 

指定介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び

当該従業者の員数 

介護保険法第１１５条の

２４第２項 

指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事

業の運営に関する基準 

介護保険法第５９条第１

項第１号 

基準該当介護予防支援に従事する従業者に係る基準

及び当該従業者の員数並びに運営に関する基準 

 

（２）定める事項等 

定める項目 章 基準 内   容 

総則 第１章 参 

【事業者の要件・基本方針】（第２条・第３条） 

・指定介護予防支援事業者の要件・基本方針に関する基

準を規定 
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※市独自基準（第３条第５項及び第６項関係） 

事業者及び職員の資格事項に暴力団員等でないことを

規定 

人員に関する

基準 
第２章 従 

【従業員の員数・管理者】（第４条・第５条関係） 

事業所ごとに必要な従業員数、管理者に関する基準を規

定。 

運営に関する

基準 
第３章 

参 

（一部・従） 

【サービス提供、運営規程、勤務体制等】 

（第６条～第３０条関係） 

サービス提供に当たっての重要事項説明、事業者の運営

規程、勤務体制、事故発生時の対応等に関する基準を規

定 

※市独自基準（第３０条第２項関係） 

介護予防支援台帳等の保存期間を５年と規定。 

※従うべき基準 

第６条第１項・２項、第２４条、第２８条関係 

介護予防のた

めの効果的な

支援の方法に

関する基準 

第４章 参 

【指定介護予防支援の基本取扱方法等】 

（第３１条～第３３条関係） 

指定介護予防支援の基本取扱方法及び具体的取扱方法

等に関する基準を規定 

基準該当介護

予防支援に関

する基準 

第５章 参 

【基準該当介護予防支援に関する基準】（第３４条） 

基準該当介護予防支援の事業の基本方針、人員及び運営

に関す基準を規定。 

  ※参：参酌すべき基準、従：従うべき基準 

 
２ 該当する事業者 

  ・社会福祉法人南相馬福祉会 
  ・社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会 
 
３ 施行日等 公布の日（平成２７年４月１日適用） 
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≪補正予算関係≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪その他≫ 

議案第９３号 工事請負契約の締結について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

契 約 の 目 的 原三小校舎耐震改修建築主体（第２期）工事 
施 工 場 所 南相馬市原町区上町一丁目地内 

契 約 の 相 手 方 
南相馬市原町区大町三丁目３０番地 

石川建設工業株式会社 

契 約 の 金 額 ２３４，９００，０００円 

契 約 の 方 法 制限付き一般競争入札 

工 期 契約締結日から平成２８年３月１８日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第８８号 

 

議案第８９号 

 

議案第９０号 

 

議案第９１号 

 

議案第９２号 

 

平成２７年度南相馬市一般会計補正予算について 

 

平成２７年度南相馬市国民健康保険特別会計補正予算について 

 

平成２７年度南相馬市介護保険特別会計補正予算について 

 

平成２７年度南相馬市工場用地等整備事業特別会計補正予算について 

 

平成２７年度南相馬市後期高齢者医療特別会計補正予算について 
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議案第９４号 工事請負契約の締結について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

契 約 の 目 的 市営陣ヶ崎公園墓地整備事業公園整備工事 
施 工 場 所 南相馬市原町区上太田字陣ヶ崎地内 

契 約 の 相 手 方 
南相馬市原町区橋本町一丁目５９番地 

滝建設工業株式会社 
契 約 の 金 額 ３３８，０４０，０００円 

契 約 の 方 法 制限付き一般競争入札 

工 期 契約締結日から平成２８年３月１６日まで 

 

 

議案第９５号 財産の取得について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

取 得 の 目 的 防災集団移転促進事業移転促進区域（雫地区） 

取得する土地の表示 

所在地など 

南相馬市原町区雫字京塚沢１番２な

ど計２４筆 

明細は別紙１のとおり 

Ｐ１８ 

合 計 １２，５１４．１９㎡ 

取 得 予 定 価 格 ２４，６９５，５２９円 

取 得 の 方 法 随意契約 

取 得 の 相 手 方  
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 【進捗状況】筆数ベース（２０km圏外）        （６月１日現在） 
区 分 対象筆数 契約完了筆数 割合 

鹿 島 区 ２，２５１ １，９７２ ８７．６％ 
原 町 区 ２，４３８ ２，１５５ ８８．４％ 
合 計 ４，６８９ ４，１２７ ８８．０％ 

 
 【進捗状況】筆数ベース（２０km圏内）        （６月１日現在） 

区 分 対象筆数 契約完了筆数 割合 

原 町 区 ６７４ ０ ０．０％ 
小 高 区 １，８２６ １０５ ５．８％ 
合 計 ２，５００ １０５ ４．２％ 

   ※今後、相続など共有持ち分により対象筆数が増減する。 
 

議案第９６号 財産の取得について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

取 得 の 目 的 埋蔵文化財発掘調査の出土遺物整理収蔵施設整備 

取得する建物の表示 

所在地など 

南相馬市原町区本陣前一丁

目７０番地 

構造 
鉄骨造コンクリート

屋根２階建 

用途 事務所・倉庫 

床面積 ５９６．５２㎡ 

取 得 予 定 価 格 ３３，９１１，２５０円 

取 得 の 方 法 随意契約 

取 得 の 相 手 方 
東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 

東邦ホールディング株式会社 

 

 

 

 

 



 
傍聴者用資料 

11 

議案第９７号 財産の取得について 

 

【趣旨】 
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により議会の議決を求めるもの。 
 

【主な内容】 

(1) 取得の目的      被災地域農業復興総合支援事業農業用機械購入 

(2) 取得する動産及び数量 トラクター、コンバイン 外 

（別紙２（Ｐ１９） 購入品目明細書のとおり） 

(3) 取得予定金額     １２９，０６０，０００円 

(4) 取得の方法      指名競争入札 

(5) 取得の相手方     南相馬市原町区高見町一丁目１２３番地の３ 

              株式会社 南東北クボタ 原町営業所 
 

議案第９８号 財産の取得について 

 

【趣旨】 
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により議会の議決を求めるもの。 
 

【主な内容】 

(1) 取得の目的      原町区内各小中学校スチームコンベクションオーブ

ン及び専用架台購入 

(2) 取得する動産及び数量 ・スチームコンベクションオーブン 
（ＴＳＣＯ－１０１ＧＢＣＬ）      ８台 

             （ＴＳＣＯ－６１ＧＢＣＬ）       ３台 
    ・専用架台（ＴＳＣＯ－ＢＣ１０１ＮＬ） １１台 

(3) 取得予定金額     ２５，９２０，０００円 

(4) 取得の方法      指名競争入札 

(5) 取得の相手方     南相馬市小高区福岡字白山３１１番地 

              タニコー株式会社 東福島営業所 
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議案第９９号 財産の取得について 

 

【趣旨】 
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により議会の議決を求めるもの。 
 

【主な内容】 

(1) 取得の目的      イントラネット機器更新 

(2) 取得する動産及び数量 通信器具類（別紙３ Ｐ２０購入品目明細書のとおり） 
(3) 取得予定金額     ４４，９２８，０００円 

(4) 取得の方法      随意契約 

(5) 取得の相手方     福島県福島市山下町５番１０号 

東日本電信電話株式会社  

ビジネス＆オフィス営業推進本部 福島法人営業部門 

 
 

議案第100号 財産の処分について 

【趣旨】 
市有地を工業用地として処分するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

処分する土地の表示 

所 在 地 地 目 面積（㎡） 

南相馬市原町区雫字蛭沢１

７５番１４ 
雑種地 ４，１９６．９１ 

南相馬市原町区下太田字川

内３１０番２３ 
雑種地 ５７７．４０ 

南相馬市原町区下太田字川

内３２０番１３ 
雑種地 １，２２５．６０ 

計 ５，９９９．９１ 

処 分 予 定 価 格 ５５，４９９，１６７円 

処 分 の 相 手 方 
福島県双葉郡浪江町大字立野字仲ノ森１３１番地 
有限会社 横山物産 
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≪報告≫ 

報告第３号 平成２６年度南相馬市一般会計継続費の逓次繰越しの報告について 

【趣旨】 

地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、平成２６年度南相馬市一般会

計予算の継続費のうちから、平成２７年度へ逓次繰越しをしたので、同項の規定に

より報告するもの。 

【主な内容】 

繰越事業 公共施設再生可能エネルギー等導入事業ほか （全１５事業） 

繰 越 額 5,904,074,657円 

 

 

報告第４号 平成２６年度南相馬市一般会計繰越明許費の繰越しの報告について 

【趣旨】 

地方自治法施行令第１４６条第１項の規定により、平成２６年度南相馬市一般会

計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経費を平成２７年度へ繰り越しをしたので、

同条第２項の規定により報告するもの。 
【主な内容】 

繰越事業 財産管理一般経費ほか （全４６事業） 

繰 越 額 40,128,443,885円 

 
 

報告第５号 平成２６年度南相馬市一般会計事故繰越しの報告について 

【趣旨】 

地方自治法施行令第１５０条第３項の規定により、平成２６年度南相馬市一般会

計予算のうちから平成２７年度へ事故繰越しをしたので、同項の規定により報告す

るもの。 
 
【主な内容】 

繰越事業 農地除染事業ほか （全８事業） 

繰 越 額 2,280,733,990円 
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報告第６号 
平成２６年度南相馬市工場用地等整備事業特別会計継続費の逓次

繰越しの報告について 

【趣旨】 

地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、平成２６年度南相馬市工場用

地等整備事業特別会計の継続費のうちから、平成２７年度へ逓次繰越しをしたので、

同項の規定により報告するもの。 

【主な内容】 

繰越事業 渋佐・萱浜工業用地造成事業 

繰 越 額 16,150,000円 

 

 

報告第７号 平成２６年度南相馬市水道事業会計予算繰越しの報告について 

【趣旨】 

地方公営企業法第２６条第１項の規定により、平成２６年度南相馬市水道事業会

計予算のうちから平成２７年度へ繰り越しをしたので、同条第３項の規定により報

告するもの。 
 

【主な内容】 

繰越事業 原水設備事業 （全３事業） 

繰 越 額 209,461,000円 

 

 

報告第８号 
平成２６年度南相馬市工業用水道事業会計予算繰越しの報告につ

いて 

【趣旨】 

地方公営企業法第２６条第１項の規定により、平成２６年度南相馬市工業用水道

事業会計予算のうちから、平成２７年度へ繰り越しをしたので、同条第３項の規定

により報告するもの。 
 

【主な内容】 

繰越事業 原水設備事業ほか（全２事業） 

繰 越 額 149,947,000円 
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報告第９号 
平成２６年度南相馬市病院事業会計継続費の逓次繰越しの報告に

ついて 

【趣旨】 

地方公営企業法施行令第１８条の２第１項の規定により、平成２６年度南相馬市

病院事業会計予算の継続費のうちから、平成２７年度へ逓次繰越しをしたので、同

項の規定により報告するもの。 
 

【主な内容】 

繰越事業 脳卒中センター整備事業 

繰 越 額 18,631,000円 

 

 

報告第１０号 専決処分の報告について 

【専決第１０号 損害賠償の額の決定及び和解について 平成２７年５月１３日専決】 

１ 損害を賠償し和解する相手方の住所及び氏名 

 
    
２ 損害賠償の額 

    ５５３，９９１円 
     うち保険等により補てんされる額 ３７９，４８３円 
     市が自ら負担する額       １７４，５０８円 
 

３ 損害賠償の理由及び和解の内容 

平成２７年２月１５日暴風警報発令時の強風により、小高区飯崎字北久保地内

の北久保共同墓地内の市指定天然記念物「飯崎のしだれ桜」の枝の一部が折れ、

相手方所有の墓石を損傷させたものである。 
損害賠償の額は上記のとおりとし、各当事者とも将来にわたり一切の異議申立

て、請求、訴訟等は行わないことで和解する。 
 

【専決第１１号 損害賠償の額の決定及び和解について 平成２７年５月１３日専決】 

１ 損害を賠償し和解する相手方の住所及び氏名 

 
    
２ 損害賠償の額 

    ８４７，８００円 
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     うち保険等により補てんされる額 ８３５，０８３円 
     市が自ら負担する額        １２，７１７円 
 

３ 損害賠償の理由及び和解の内容 

平成２７年２月１５日暴風警報発令時の強風により、小高区飯崎字北久保地内

の北久保共同墓地内の市指定天然記念物「飯崎のしだれ桜」の枝の一部が折れ、

相手方所有の墓石を損傷させたものである。 
損害賠償の額は上記のとおりとし、各当事者とも将来にわたり一切の異議申立

て、請求、訴訟等は行わないことで和解する。 

【専決第１２号 工事請負変更契約の締結について 平成２７年５月１５日専決】 

１ 専決処分の理由 

平成２５年第７回南相馬市議会定例会で議決を経た工事請負契約について、契

約内容の一部に変更が生じたため、平成２７年５月１５日付けで専決処分したも

の。 

２ 変更契約の内容 

契 約 の 目 的 防災集団移転促進事業 住宅団地造成（上渋佐地区）工事 

施 工 場 所 南相馬市原町区上渋佐字原田地内外 

契 約 の 相 手 方 
南相馬市原町区東町三丁目４１番地 
東北建設株式会社 

契

約

金

額 

変 更 前 ４３３，４２３，４４０円 

変 更 後 ４３１，４９２，４００円 

減額する額 １，９３１，０４０円  

 

○主な変更内容 

 項  目 内  容 

 安全費の変更 
・交通誘導員数の減 

 【改正後】   【改正前】    【増減】 

６０人    ３００人    ２４０人減 
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【専決第１３号 工事請負変更契約の締結について 平成２７年５月１５日専決】 

１ 専決処分の理由 

平成２６年第４回南相馬市議会定例会で議決を経た工事請負契約について、契

約内容の一部に変更が生じたため、平成２７年５月１５日付けで専決処分したも

の。 

２ 変更契約の内容 

契 約 の 目 的 みちのく鹿島球場災害復旧改修工事 

施 工 場 所 南相馬市鹿島区南右田字榎内地内 

契 約 の 相 手 方 
南相馬市鹿島区岡和田字沢田８８番地 
後藤建設工業株式会社 

契

約

金

額 

変 更 前 ２２７，２７９，５２０円 

変 更 後 ２２８，２７９，６００円 

増額する額 １，０００，０８０円  

 

○主な変更内容 

 項  目 内  容 

 外溝工 

・縁石工  

野球場の乗り入れ口の縁石撤去・新設 L＝7.2ｍ 

野球場の乗り入れ部砂利飛散防止のための舗装工 

                  Ａ＝58.2㎡ 

⑵ 附帯設備工 
・津波で流失したヘルメット・バット置場２箇所設置 

・津波で流失した四輪台車１台、散水ノズル２本設置 
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           議案第９５号 財産の取得について      別紙１ 

防災集団移転促進事業 移転促進区域（雫地区）取得明細書 

番号 所在地 地目 面積(㎡) 

1 南相馬市原町区雫字京塚沢１番２ 田 373 

2 南相馬市原町区雫字京塚沢７番 田 687 

3 南相馬市原町区雫字京塚沢８番 田 92 

4 南相馬市原町区雫字京塚沢９番１ 田 76 

5 南相馬市原町区雫字京塚沢９番２ 田 16 

6 南相馬市原町区雫字京塚沢１０番 田 1,153 

7 南相馬市原町区雫字京塚沢１１番 田 238 

8 南相馬市原町区雫字京塚沢２０番 田 112 

9 南相馬市原町区雫字京塚沢２１番 田 115 

10 南相馬市原町区雫字京塚沢２４番 畑 69 

11 南相馬市原町区雫字京塚沢５０番 田 132 

12 南相馬市原町区雫字京塚沢５１番１ 田 710 

13 南相馬市原町区雫字京塚沢５１番３ 田 254 

14 南相馬市原町区雫字京塚沢２７４番２ 田 211 

15 南相馬市原町区雫字京塚沢２７４番３ 田 214 

16 南相馬市原町区雫字京塚沢２７７番３ 田 571 

17 南相馬市原町区雫字京塚沢２７８番 田 2,052 

18 南相馬市原町区雫字京塚沢２８４番 畑 122 

19 南相馬市原町区雫字京塚沢１番１ 畑 747 

20 南相馬市原町区雫字京塚沢２７７番１ 畑 1,639 

21 南相馬市原町区雫字京塚沢２７７番２ 宅地 856.19 

22 南相馬市原町区雫字京塚沢１２番 田 879 

23 南相馬市原町区雫字京塚沢５１番２ 田 1,015 

24 南相馬市原町区雫字京塚沢５２番 田 181 

合計(㎡) 12,514.19 
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                                  別紙２ 
議案第９７号 財産の取得について 

被災地域農業復興総合支援事業農業用機械購入明細書 

機  種 型  式 数量 

クボタコンバイン  ＥＲ６１２０ＳＤ４ＭＳＱＰＦＷ－Ｃ ５Ｈ９１１－Ｓ４００１ ４ 

クボタコンバイン  ＥＲ６１００ＳＤ４ＭＳＱＰＦＷ－Ｃ ５Ｈ９１４－Ｓ４００１ 1 

クボタコンバイン ＥＲ４７０ＳＤ４ＭＳＱＷ-C ５Ｈ９２２－Ｓ３００１ 1 

クボタ普通型コンバイン ＷＲＨ１０００Ｃ－２．１ ５Ｔ１３０－２１０００ ２ 

クボタトラクター ＭＲ８７ＱＭＡＸＷＵPC２ ３Ｌ８５９ ２２１０１ 1 

クボタトラクター ＭＺ６５５ＱＭＡＸＴＲ１ＭＰ ３Ｗ４１１ １３１０１ 1 

ニプロロータリー ＭＸＲ２４１０―４Ｌ ＦＡ０００－０７３１４ 1 

コバシロータリー 

（アタッチメント） 
ＦＴＶ２４０Ｔ－４Ｌ ＦＡ０００－３６８７４ 1 

コバシロータリー 

（アタッチメント） 
ＦＴＥ２４０Ｔ－４ＬＡ ＦＡ０００－３０５４７ 1 

スターブロードキャスタ 

（アタッチメント） 
ＭＧＣ６０１Ｐ－０Ｌ ３４７８０ 1 

ドッキンクﾞローダー 

（アタッチメント） 
ＺＬＨ７５１－ＰＳＬ Ｌ１２７３－５００００ 1 

スター汎用トレーラ  ＴＭＴ５０２０Ｓ Ｊ２９８０－００１１３ 1 

スター汎用トレーラ  ＴＭＴ３５２１ ＦＡ０００－１１３３１ 1 

マツモトねぎ選別機 ＭＮ－１０３－０３ ＦＡ０００－１３５５９ 1 

コバシねぎ収穫機  ＨＧ１００ＭＡ ＦＡ０００－３６９３４ 1 

合    計 １９ 
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別紙３ 
議案第９９号 財産の取得について 

イントラネット機器更新明細書 

品  名 型   式 数量 

Ｌ３スイッチ 

CiscoSystems社製 WS-C3850-24T-S 2 

CiscoSystems社製 PWR-C1-350WAC 2 

Ｌ２スイッチ 

CiscoSystems社製 WS-C3650-48TS-L 2 

CiscoSystems社製 C3650-STACK-KIT 2 

CiscoSystems社製 PWR-C2-250WAC 2 

CiscoSystems社製 WS-C2960X-24TS-L 11 

CiscoSystems社製 WS-C2960X-48TS-L 1 

FXC社製 FXC5218-ASB5  37 

メディアコンバーター 

FXC社製 LEX1012-15-ASB5 5 

FXC社製 LEX1910-15-ASB5 5 

FXC社製 LEX1930-00-ASB5 5 

FXC社製 LEX1851-1F-ASB5 40 

FXC社製 LEX1852-10-ASB5 68 

FXC社製 MGB-SLX20A-ASB5 4 

FXC社製 MGB-SLX20B-ASB5 4 

FXC社製 MGB-SSXA-ASB5 16 

FXC社製 MGB-SSXB-ASB5 16 

合      計 ２２２ 

 
 


